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１ はじめに 

 地方独立行政法人法第 28 条第１項の規定に基づき、佐世保市が実施する、地方独立行政法人佐

世保市総合医療センター及び地方独立行政法人北松中央病院（以下「法人」という。）に対する業

務実績に関する評価の実施にあたっては、以下に示す方針及び要領等によるものとする。 

 

 

２ ことばの定義（略称表記） 

（1）地方独立行政法人法（以下「法」という。） 

（2）地方独立行政法人佐世保市総合医療センター及び地方独立行政法人北松中央病院評価委 

員会条例（以下「条例」という。） 

（3）地方独立行政法人佐世保市総合医療センター及び地方独立行政法人北松中央病院評価委 

員会（以下「評価委員会」という。） 

（4）各年度の業績評価（以下「年度評価」という。） 

（5）中期目標、中期計画期間の終了前の見込による業績評価（以下「目標期間見込評価」と 

いう。） 

（6）中期目標、中期計画期間の終了後の業績評価（以下「目標期間評価」という。） 

 

 

３ 評価の基本方針 

評価の区分は法第 28 条第１項各号に基づき、中期目標、中期計画及び各年度計画の達成に向け

た法人の事業の進行状況を確認する観点から行い、評価を通して、中期目標、中期計画及び各年度

計画の達成状況や取り組み状況を市民に分かりやすく示すものとする。 

なお、評価の要領については、基本的に法改正前の評価委員会の評価に準じた５段階評価により

行うこととする。 

（1）年度評価 

当該事業年度における年度計画の実施状況を調査・分析し、当該事業年度における業務 

実績の全体について総合的に評価するものとする。 

（2）目標期間見込評価 

当該中期目標期間の見込時点での実績を踏まえ、中期目標期間終了までの見込を立てて、 

その業務実績の全体について見込みによる中期目標の達成状況を調査・分析し、総合的に 

評価するものとする。 

（3）目標期間評価 

当該中期目標の期間における中期目標の達成状況を調査・分析し、当該中期目標の期間 

における業務実績の全体について総合的に評価するものとする。 

 

 

４ 評価の手順 

（1）法人による小項目評価（Ｓ～Ｄの５段階評価） 

（2）佐世保市による小項目評価（Ｓ～Ｄの５段階評価） 

（3）佐世保市による大項目評価（Ｓ～Ｄの５段階評価） 

（4）佐世保市による全体評価（Ｓ～Ｄの５段階評価） 
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５ 評価の具体的方法 

 

(1) 法人による小項目評価（自己評価） 

 

ア． 法人は、年度計画又は中期計画の小項目について、次により５段階で自己評価を行う。 

なお、評価はＢを基準とする。 

 

○ 数値目標を設定した項目（定量評価） 

① 小項目ごとの数値目標達成状況 

 

 

 

 

 

 

 

  ※ 判断基準となる達成状況の％表示数値の小数点以下第２位を四捨五入 

 

② 評価 

 

 

 

 

 

 

 

※ 平均点は小数点以下第１位を四捨五入 

 

○数値目標の設定が困難な項目（定性評価） 

 

 

 

 

 

            

※ 評価理由等を明瞭簡潔な記述により記載する。 

 

イ． 数値項目を設定した項目において、実績が低い方が良いとされているものについて 

は、別紙「実績が低い方が良いとされている項目の達成状況算定について」を参照し評 

価すること。 

ウ． 法人は、目標を達成できなかった項目（Ｃ～Ｄ）については、その理由及び改善策 

を記載する。 

エ． 法人は、特記事項として、特色ある取組みや法人運営を円滑に進めるための工夫な 

どを自由に記載することができる。 

評価点数 判 断 基 準 

５ 目標値の１２０％以上を達成している場合 

４ 目標値の１００％以上１２０％未満 

３ 目標値の８０％以上１００％未満 

２ 目標値の６０％以上８０％未満 

１ 目標値の６０％未満 

評価区分 判 断 基 準 

Ｓ 小項目ごとの数値目標評価集計の平均点が５点の場合 

Ａ 小項目ごとの数値目標評価集計の平均点が４点の場合 

Ｂ 小項目ごとの数値目標評価集計の平均点が３点の場合 

Ｃ 小項目ごとの数値目標評価集計の平均点が２点の場合 

Ｄ 小項目ごとの数値目標評価集計の平均点が１点の場合 

評価区分 判 断 基 準 

Ｓ 計画を大幅に上回って達成した 

Ａ 計画を上回って達成した 

Ｂ 概ね計画どおり達成した 

Ｃ 計画を下回った 

Ｄ 計画を大幅に下回った 
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(2) 佐世保市による小項目評価（評価者評価） 

 

ア． 佐世保市は、法人が提出する業務実績評価報告書などを通じて、法人の自己評価と同

様にＳ～Ｄまでの５段階による評価を行う。なお、評価はＢを基準とする。 

イ． Ｓ～Ｄの評価を点数化（５～１点）し、小項目を評価する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ． 数値目標の設定が困難な項目で、佐世保市による評価者評価と法人の自己評価が異 

なる場合は、その評価の判断理由等を示す。 

 

 

(3) 佐世保市による大項目評価 

 

ア. 小項目の区分ごとに評価したＳ～Ｄを点数化（５～１点）し、その平均点により評価 

する。 

※平均点は小数点以下第２位を四捨五入し、Ｓ～Ｄまでの５段階で表記する。 

※評価はＢを基準とする。 

      イ.その他、必要に応じて、特記事項があればコメントを付す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評価区分 評価点数 判 断 結 果 

Ｓ ５ 計画を大幅に上回って達成した 

Ａ ４ 計画を上回って達成した 

Ｂ ３ 概ね計画どおり達成した 

Ｃ ２ 計画を下回った 

Ｄ １ 計画を大幅に下回った 

評価区分 評価点数 判 断 基 準 評 価 結 果 

Ｓ ５ 
小項目評価の 

平均点が５．０以上 
計画を大幅に上回って達成した 

Ａ ４ 
小項目評価の 

平均点が４．０～４．９ 
計画を上回って達成した 

Ｂ ３ 
小項目評価の 

平均点が３．０～３．９ 
概ね計画どおり達成した 

Ｃ ２ 
小項目評価の 

平均点が２．０～２．９ 
計画を下回った 

Ｄ １ 
小項目評価の 

平均点が２．０未満 
計画を大幅に下回った 
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(4) 佐世保市による全体評価 

 

   ア．大項目の区分ごとに評価したＳ～Ｄを点数化（５～１点）し、その平均点により評価 

する。 

 ※平均点は小数点以下第２位を四捨五入し、Ｓ～Ｄまでの５段階で表記する。 

 ※評価はＢを基準とする。 

   イ．その他、必要に応じて、特記事項があればコメントを付す。 

 

評価区分 判 断 基 準 評 価 結 果 

Ｓ 
大項目評価の 

平均点が５．０ 
計画を大幅に上回って達成した 

Ａ 
大項目評価の 

平均点が４．０～４．９ 
計画を上回って達成した 

Ｂ 
大項目評価の 

平均点が３．０～３．９ 
概ね計画どおり達成した 

Ｃ 
大項目評価の 

平均点が２．０～２．９ 
計画を下回った 

Ｄ 
大項目評価の 

平均点が２．０未満 
計画を大幅に下回った 

 

 

(5) 留意点 

 

評価にあたっては特に次の事項に留意するものとする。 

 

ア．法人の自己評価並びに佐世保市の評価者評価の対象は、法第２５条第２項第２号から 

第５号に規定のある、中期目標に定める項目に相対する中期計画に定める項目とし、そ 

れ以外の項目については、実績の報告のみを行うものとする。 

イ．法人の自己評価並びに佐世保市の評価者評価は、原則、年度計画又は中期計画の小項 

目ごとの数値目標に対する実績に基づき、定量評価にて実施するものとする。 

ただし、数値目標の設定が困難な場合は、定性評価にて実施するものとする。 

ウ．アに加え、業務実績に影響を及ぼした要因、環境の変化等についても特記する。 

エ．小項目ごとの評価にあたっては、中期目標達成において重要度が高い業務と認める項 

 目について評価点数に重み（加重）を反映させることで、それぞれの取組みの重要性を 

考慮しながら、中期目標の達成状況を適切に把握する。 

   オ．小項目の区分ごとに評価した点数化は「（×１）標準」を基本とするが、医療サービ 

    スの向上や高度医療・政策医療の提供、業務運営や財務内容の改善など、佐世保市が法 

人と協議しながら中期目標の達成のために重要な取組みと認める項目については、点数 

化の際は「（×２）重要」として加重することができる。 

カ．財務内容の評価に当たっては、法人から提出される財務諸表等を参考にする。 
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６ 評価委員会の意見 

上記の評価にあたっては、法第２８条第４項及び条例第２条第２号に基づき、評価委員会の意 

見を聴くものとする。 

 

（1）評価委員会関与の考え方 

  評価委員会は、法及び条例に基づき佐世保市が行う法人の各実績評価に対して意見を述べる 

 ものとする。なお、評価の最終判断は佐世保市が行うが、原則として評価委員会の意見を尊重

するものとする。  

 

（2）意見の聴取とその事務処理手順 

  評価委員会の意見は、意見書により委員長から市長に提出するものとし、上記（1）の考え方 

 に基づき、必要に応じて佐世保市が行う評価に反映させるものとする。 

 

【手順】 

① 評価委員会での意見のとりまとめ 

② 評価委員会委員長から佐世保市長あてに意見書の提出 

③ ②を受けて、その意見の反映について佐世保市が検討 

④ 評価の確定 

 

 

以  上 



（別紙）

【算定方法】

【算定方法（例）】

項目名：平均在院日数（日）

目標値：１２．０日　　実績値：１１．５日（実績が低い方が良い）

以　　上

実績が低い方が良いとされている項目の達成状況算定について

）

× 100

12.0

＝ 104.2% 評価点数４（目標値の100％以上120％未満）

12.0 ー （ 11.5 ー 12.0

×

　数値目標を設定した項目において、実績が低い方が良いとされているものについては、下記
算定方法で算出した結果により、「佐世保市地方独立行政法人の業務実績に関する評価実施要
領」の５評価の具体的方法－（１）－ア．－数値目標を設定した項目（定量評価）－①を適用
すること。

）目標値

100

＝ ●●．●％ この数値にて評価

ー （ 実績値 ー 目標値

目標値
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